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みよた社会保険労務士法人 

はじめに 
2022年 11月下旬に、一般人が牛丼チェーン「すき家」

における接客自主トレの様子を動画投稿し、話題となり

ました。深夜に店舗の駐車場に半袖で配膳接客のトレー

ニングをし、上司がそれを指導している様子が拡散され

ると「すき家はブラック企業体質ではないか」などの憶

測が飛び交う事態となりました。今回は「スタッフ側か

ら社内コンテストに向けて自主的に練習を申し出た」と

いうのが実際のところのようですが、その厳しい鍛錬の

風景をネガティブに捉えた人もいたようです。 

 

「自主練」は、技術職などトレーニングが必要な職種に

おいて行われていますが、その時間は労働時間なのか、

また自主練の労務管理上の注意点について考察します。 

 

自主練と労働 
自主練が労働時間であるか否かについて考えるために

は、「労働時間とは何か」を知る必要があります。労働

時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関

するガイドラインによると、労働時間とは使用者の指揮

命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙

示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時

間に当たる（たとえば、参加することが業務上義務づけ

られている研修・教育訓練の受講や、使用指示により業

務に必要な学習等を行っていた時間は労働時間に該当

する）とされています。 

 

つまり、その自主練に直接的あるいは間接的な強制性が

あったかどうかが判断基準となります。たとえ直接強制

していなくても、自主練の参加が人事評価に直結してい

た場合などは労働時間として判断される可能性があり

ます。逆にいうと、自主練＝労働時間とならないように

するには、強制的でなかったことを裏付ける記録（自主

練のための施設利用申請書を都度提出させるなど）を検

討する必要があります。 

安全配慮義務 
一方で会社は労働者に対して「安全配慮義務」を負って

います。労働契約法第５条で「使用者は労働契約に伴い、

労働者がその生命、身体などの安全を確保しつつ労働す

ることができるよう必要な配慮をするものとする」とあ

る通り、自主的なトレーニングだからといって職場での

安全配慮義務から免れることができません。 

 

今回のすき家の自主練動画を見る限り、「気温 4度の寒

い中外で練習をさせていた」という点で安全配慮が足り

なかったという指摘が起こりうるポイントだったとい

えるかもしれません。 

 

今回の事件が一般人のツイッター投稿を発端として拡

散されたことを考えると、「行き過ぎた自主練は拡散さ

れ評判リスクとなり得る」ことを企業は想定しなければ

ならないことが分かります。 

 

現実的な対応 
このような事件はしばしばイデオロギー論争の題材に

利用されます。労働者保護を重視する人からは「パワハ

ラだ、ブラック企業だ」という非難が起き、精神論者か

らは「本人がやりたいと言っていることをなぜ止めさせ

るのか」という反論が起こります。 

 

今回のすき家の件はスタッフのモチベーションを高め

るための「社内コンテスト」という施策が上手くいった

結果であるとも言えるし、上手くいったことで新たに表

面化した「評判リスク」でもあります。 

 

企業側の現実的な対応は、「やり過ぎないようにコント

ロールする」に尽きるのではないでしょうか。自主練を

強制はせず、それでいて前向きな訓練は応援する、ただ

し過熱し過ぎないようにケアする、というバランス感覚

を持った労務管理体制が求められるでしょう。 

スタッフの「自主練」は 

労働なのか 

牛丼チェーンすき家で、深夜の駐車場で接客

の自主トレーニングをする様子が「ブラック

企業ではないか」と話題になりました。自主

練と労働の違いを考察します。 



 

  

みよた社会保険労務士法人 

はじめに 

残業手当など割増賃金の単価計算について、除外するこ

とができる手当が法律で定められています。家族手当、

住宅手当、通勤手当などが除外対象とされていますが、

支給条件によっては例外もあります。以下、意外と難し

い家族手当・住宅手当と残業単価について解説します。 

 

なぜ残業単価計算から除外できるか 
割増賃金単価計算から除外できる手当は以下の手当で

すが、なぜ除外できるかというと、これらの手当は労働

との直接的な関係が薄く、個人的事情に基づいて実費弁

償的に支給されるものであるからです。この「実費弁償

的」という部分がポイントになります。 

 

家族手当/通勤手当/別居手当/子女教育手当 

/住宅手当/臨時に支払われた賃金/ 

１ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金 

 

家族手当の条件 
家族手当とは一般に労働者が「家族を扶養しているこ

と」を条件として支給する手当ですが、割増賃金単価計

算から除くことができる家族手当とは下記の例のよう

に「扶養家族数又はこれを基礎とする家族手当額を基準

として算出した手当」を指します。 

 

○除外できる家族手当の例 

 

配偶者 月額10,000円 

子 月額  5,000円（二人まで） 

 

たとえば独身者にも一定額の手当が支払われている場

合には、独身者に支払われている部分（又は扶養家族の

ある者に対して「本人分」として支払われている部分）

は、家族手当ではないとされます。また、扶養家族数に

関係なく一律に支払われる手当は除外できません。 

×除外できない家族手当の例 

・扶養家族がいる者に対して一律10,000円など 

 

つまり、扶養家族の人数に応じて支給される家族手当で

なければ除外できないことに注意が必要です。 

 

住宅手当の条件 
住宅手当を割増賃金計算から除外するためには、住宅手

当が住宅に要する費用に応じて算定されるものでなけ

ればなりません。つまり、①費用に定率を乗じた額とす

る、②費用を段階的に区分し費用が増えるに従って額を

多くする、などの計算による必要があります。 

 

○除外できる住宅手当の例 

（定率パターン） 

賃貸住宅居住者 賃料月額の３０% 

自己所有住宅居住者 住宅ローン月額の３０％ 

 

（段階パターン） 

住宅月額費用 手当額 

8万円まで １万円 

9万円〜１５万円未満 2万円 

15万円以上 3万円 

 

×除外できない住宅手当の例 

・居住形態に関わらず一律10,000円 

・賃貸は一律10,000円、持ち家は一律20,000円 

・会社の命令により転居し賃貸物件に住む場合一律

20,000円など 

 

単価計算を間違えた時のリスク 

除外できないはずの家族手当や住宅手当を除外して割

増賃金を計算していた場合、残業代の未払いが発生する

ことになります。自社の計算が正しいか確認をしてみま

しょう。 

意外と難しい家族手当・ 

住宅手当と残業単価 

割増賃金の計算から除くことができるとされ

る家族手当・住宅手当ですが、その内容によっ

ては残業単価計算に算入しなければなりませ

ん。 
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来年度の重点施策 

来年度の厚生労働省の概算要求（予算）資料によると、

重点施策の柱の一つとして【成長と分配の好循環に向け

た「人への投資」】が謳われています。新しい資本主義

の実現に向け、2024年度までの３年間に4,000億円規

模の予算を投入する施策パッケージを講じ、「人への投

資」の抜本的強化を図り、デジタル分野等の人材育成、

社会全体で学び直しを促進するための環境を整備する

とともに、成長分野への円滑な労働移動が可能となるよ

う支援する、という方向性が示されています。 

 

つまり、「パンデミックによる社会変化に対応するため

勉強をし直す人を支援したり、今後伸びるデジタル分野

人材を育成することに投資したりしながら、人材の流動

性を高めていきつつ成長していく」ということでしょう

か。 

 

教育・育成 
人への投資として教育や育成などに予算1,101億円（前

年度 1,019 億円）が計上されています。具体的には以

下ののような助成金が検討されています。来年度もキャ

リアアップ助成金正社員化コースは継続する見込みで

す。 

 人材開発支援助成金→デジタル人材等の育成推進 

 キャリアアップ助成金→正社員化の推進 

 専門実践教育訓練給付の充実及び支援の拡充 

 受講者の特性に対応した新たな教育訓練手法のコ

ンテスト方式による選定、開発・試行 

 学び直しを後押しするキャリアコンサルティング

機能を拡充したキャリア形成・学び直し支援センタ

ー（仮称）の整備 

 産業雇用安定助成金による在籍型出向を活用した

スキルアップ支援の新設 

 特定求職者雇用開発助成金による成長分野への労

働移動の円滑化支援等 

雇用の流動性 
円滑な労働移動、人材確保の支援として予算 524 億円

（前年度 460 億円）が計上されています。詳しくは以

下の通りですが、内容を見る限り雇用流動性を目指して

はいるものの解雇規制の緩和などにはまだ時間がかか

りそうです。 

 

 産業雇用安定助成金による在籍型出向を活用したス

キルアップ支援の新設 

 ハローワークの専門窓口（人材確保対策コーナー）

での就職支援の強化 

 都市部から地方への移住を伴う地域を越えた再就職

等への支援 

 資格取得コースや企業実習付きコースの委託費等の

上乗せによるデジタル分野の職業訓練コースの設定

等の推進 

 介護の仕事の魅力発信、介護分野における外国人材

の受入環境整 

 

多様な人材の活躍促進 
全ての人々が意欲・能力を活かして活躍できる環境を整

備するため、女性活躍推進、高齢者の就労・社会参加、

就職氷河期世代の活躍支援等を図るとしています。 

 

 女性の活躍促進 

 高齢者の就労･社会参加の促進 

 ハローワークにおける生涯現役支援窓口などのマ

ッチングの支援 

 シルバー人材センターのデジタル化等の運営基盤

の強化による地域の多様な就業機会の確保及び提

供等 

 中小企業をはじめとした障害者の雇入れ等の支援 

 外国人に対する支援 

 就職氷河期世代、若年者・新規学卒者の支援 

2023年度厚労省概算 

要求からトレンドを読む 

2023年度厚生労働省の概算要求（予算）資料

から、来年度の助成金などのトレンドを読み解

いてみましょう。 



 

  

みよた社会保険労務士法人 

はじめに 

頑張っているのに成果が出ない。そういう経験は誰もが

したことがあるでしょう。せっかくのスキルを有効活用

するための「思考アルゴリズム」とは何か、成果が出る

人の思考パターンを見てみましょう。 

 

成功にまつわる3種類の人間 
筆者は大学卒業後にリクルート社に入社し求人雑誌の

広告営業の仕事に就いていました。そしてそこでの顧客

との関わりから人間は 3 種類に分かれると気付いたそ

うです。 

 

・ 成功する人 

・ 成功しそうだけど、しない人 

・ 成功しない人 

 

顧客である経営者との商談中、筆者はさまざまな提案や

アイディアで話し盛り上がったといいます。そして、そ

の後何人もの経営者は「あのアイディアのこれは良かっ

たけど、これはダメだった」とフィードバックしてくれ

た、つまり仕事で成果を出す人は「ピッと思いついたら

パッとやる」という行動量を増加させるための思考をし

ているということです。 

 

150倍の成果を出せるロジック 

筆者は「ピッと思いついたらパッとやる」=「ピッパの

法則」と名付け、このような考え方を「思考アルゴリズ

ム」と呼んでいます。そして、スキルに関していえば、

どれだけ磨いても新人とベテランでは 3 倍程度の違い

しか生まれません。しかし思考アルゴリズムによる差は

50 倍と筆者は解説しており、その掛け算によって成果

に150倍の違いがあると述べています。 

 

「思考アルゴリズム」は「考え方」なので、すぐに変えることができ

るし、1回インストールすれば、すぐ、何度でも使える。 

ボールペンより鉛筆を探す 
戦略とはいかに「不確実な部分を略せるか」だと筆者は

いいます。その上で宇宙開発にまつわる話を例に挙げて

います。 

 

無重力の状態ではボールペンのインクがペン先に届か

ずに書けないという問題がありました。そこで NASA

の優秀な科学者は10年という時間と膨大な費用によっ

て、ありとあらゆるところで書けるボールペンを開発し

ましたが、一方でロシアは鉛筆を使ったとのことです。 

 

「有能な人」ではなく「成果が出ている人」から学ぼう。 

<中略>難しいことに取り組んでいること自体に悦に入らず、

鉛筆を探そう 

 

成功者の思考回路をコピーする 

本書にある思考アルゴリズムをインストールし、行動に

結び付けられた後にすべき取り組みは成功者の思考回

路をコピーすることだと筆者は解説しています。 

 

本人の映像や文章がインターネット上数多く公開され

ている時代なので、収集は比較的容易です。そして、そ

の情報の中で特に重要なことを筆者は挙げています。 

 

差はどこから生まれてくるのか？突き詰めて考えると「この

世の中で『誰に』『何を』伝えているか」ということ以外の違

いが見つからなかった。 

 

成果を上げるためには「誰に」と「何を」を考え、場合

によっては変えることが最も重要だということです。 

 

多くの事例と体験談によって、一つ一つの思考アルゴリ

ズムが実践しやすく解説されています。仕事に行き詰ま

っている方にオススメしたい一冊です。 

時間最短化、 
成果最大化の法則 木下 勝寿 著 
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みよた社会保険労務士法人 

労務管理や助成金などのご相談がござい

ましたら、お気軽に当事務所までお問い

合わせください。 

当事務所へのお問い合わせについて
 

今月の月刊 社労士みよた＋Plusはいかがでしたか？ 

来月も充実した内容でお届けしていきますので、よろしくお願いいたします。 

 

なお、今回の内容に関して、ご不明点やご依頼などございましたら、お気軽にお問い合わせください。 

 

みよた社会保険労務士法人 

代表 御代田 裕介 

所在地 

〒963-8024 

福島県郡山市朝日一丁目20番11号 

オフィスイン21 305号 

営業時間 平日9:00〜18:00 

電話 024‐983‐0735 

FAX 024‐983‐0736 

メール info@office-miyota486.com 

 

 
代表よりあいさつ 
 

新年あけましておめでとうございます。 

コロナ禍になってからは、あまり遠出することなく、のんびりとした年末年始を過ごしております。 

 

インドアでもできる新たな趣味として、ひっそりとエレキベースを始めました。 

興味津々な息子に邪魔されながらも、地味に練習を続けております。 

誰かにお披露目する機会は、はたしてやって来るのでしょうか？ 

 

とりあえず今年も健康第一。何卒よろしくお願いいたします。 

当事務所からの 

お知らせ 



 

  

みよた社会保険労務士法人 

 

割増賃金単価計算チェックシート 

2023年版チェックシート 

残業代など割増賃金計算が合っているかを確認するチェックシートです。 

 

チェック項目 

 

FAXのご返送は 024‐983‐0736 まで 
 

 貴社名    ご担当者名   

 ご住所    E-mail   

 TEL    ご要望を 

 お書きください 

  

 FAX   

 

No チェック項目 

１ 
割増賃金の単価計算をどのように行っていますか？ 

□ 給与額に関わらず一律に単価を決めている  □ 労働者毎に給与を所定労働時間で割って計算している 

2 

現在支給している給与、手当について選択して下さい（複数回答可能） 

□ 基本給 □ 役職手当 □職務手当 □ 固定残業手当 □ 家族手当 □ 住宅手当 □ 単身赴任手当 

□ 通勤手当 □ 歩合手当  □ 勤続手当  □ その他（                  ）                             

3 

割増賃金計算単価に算入している給与、手当について選択して下さい（複数回答可能） 

□ 基本給 □ 役職手当 □職務手当 □ 固定残業手当 □ 家族手当 □ 住宅手当 □ 単身赴任手当 

□ 通勤手当 □ 歩合手当  □ 勤続手当  □ その他（                  ）  

4 
所定労働時間は何時間に設定していますか？ 

（           ）時間 

5 
住宅手当を支給している場合、その支給条件、計算方法について記入して下さい 

（                                             ） 

6 
家族手当を支給している場合、その支給条件、計算方法について記入して下さい 

（                                             ） 

7 
その割増賃金計算について質問がありましたら記入して下さい 

（                                             ） 


